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保 健 課 か ら の お 知 ら せ
　今年度も、インフルエンザ発病予防や発病時の重症化を防ぐことを目的として、インフル
エンザ予防接種費用の一部を助成しています。（年度内において1,500円を限度として１人に
つき１回の助成とします。ただし、インフルエンザ予防接種費用が1,500円に満たない場合
は当該費用を助成します。）
　助成費用を未請求の方はすみやかに請求手続きを行いましょう。
　なお、請求手続き等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせ願います。

　各種ドック受診助成券の有効期間は平成27年３月31日までとなっていますが、年度末は
受診希望者の増加が予測されるため、希望する医療機関での受診ができない場合もあります。
　助成券をお持ちの方は、すみやかに予約のうえ、必ず受診しましょう。

　特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健診等」という。）は、皆様の体の状態を把
握し、病気の進行を早期に発見及び改善できる良い機会ですので、未受診の方は積極的に受
診しましょう。
　なお、平成25年度の特定健診等の結果については、以下の表のとおりとなっています。

　国への報告結果（平成25年度実施分）
　特定健康診査

　特定保健指導

インフルエンザ予防接種費用の一部助成を行っています

２日ドック、１日ドック及び節目ドックはすみやかに受診しましょう

特定健康診査・特定保健指導は必ず受診しましょう
～忘れずに早期受診を～

対象者数 目標値 受診者数 実施率
組 合 員 8,901人 90% 8,098人 91.0%
被扶養者 4,141人 45% 1,767人 42.7%
合　計 13,042人 82% 9,865人 75.6%

対象者数 目標値 受診終了者数 実施率
組 合 員 1,853人

10%
162人 8.7%

被扶養者 150人 15人 10.0%
合　計 2,003人 177人 8.8%




